
 

高崎経済大学大学院地域政策研究科履修規程 

 

平成２３年度  

規程第１１３号  

 

 （目的） 

第１条 この規程は、高崎経済大学大学院学則（平成２３年度規程第２号）に基づき、

別に定めるもののほか、開設する授業科目、単位数、履修方法及び修了に必要な単位

並びに教育職員の免許状を取得するための単位に関し、必要な事項を定めるものと

する。 

 （授業科目及び単位数及び履修方法） 

第２条 授業科目及び単位数及び履修方法は、別表第１、別表第２のとおりとする。 

 （教職科目及び単位数及び履修方法） 

第３条 教職科目及び単位数及び履修方法は、別表第３のとおりとする。 

 （単位の計算の基準） 

第４条 各授業科目の単位を定めるに当たっては、１単位の授業科目を４５時間の学

修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授

業の教育効果、授業時間外に必要な学習等を考慮して、次の基準により単位数を計

算するものとする。 

（１）講義については、１５時間をもって１単位とする。 

（２）演習については、１５時間をもって１単位とする。 

（３）実験及び実習については、３０時間をもって１単位とする。 

 （履修登録） 

第５条 授業科目を履修（単位を修得できなかった授業科目を再び履修する場合を含

む。）し、所定の単位を修得するためには、毎学期の指定された期間内に履修登録を

しなければならない。ただし、通年科目は、前期に履修登録をすること。 

２ 前項の履修登録のない授業科目の授業及び試験は、受けることができない。 

３ 第１項の規定により履修登録された授業科目は、その開講学期に限り有効とし、

確定された履修登録の変更は、これを認めない。 

４ 次の各号のいずれかに該当するときは、その履修を認めない。 

（１）同時に２科目以上重複して履修すること。 

（２）単位修得済の授業科目を履修すること。 



 

（３）１年次配当の演習の単位を修得しないで２年次配当の演習を履修すること又は

２年次配当の演習の単位を修得しないで３年次配当の演習を履修すること。 

（４）履修上の指示事項に従わない履修方法であること。 

 （委任） 

第６条 この規程に定めるもののほか、履修方法等に関し必要な事項は、研究科長が

定める。 

 （改廃） 

第７条 この規程の改廃は、研究科委員会の議を経て研究科長が行う。 

 

附 則 

この規程は、平成２４年２月１５日から施行し、平成２３年４月１日から適用する。 

 
 

附 則（平成２５年２月６日第５８号）  

この改正は、平成２５年２月６日から施行し、平成２４年４月１日から適用する。 

 

 附 則（平成２６年３月１９日第３５号）  

１ この改正は、平成２６年４月１日から施行する。  

２ 改正後の別表第１、別表第２及び別表第３の規定は、平成２６年度入学生に係

る授業科目、単位数及び履修方法並びに教職科目、単位数及び履修方法について

適用し、平成２５年度までの入学生に係る授業科目、単位数及び履修方法並びに

教職科目、単位数及び履修方法については、それぞれ附則別表第１、附則別表第

２及び附則別表第３に定めるところによる。  

 

附 則（平成２７年３月４日第２４号）  

 この改正は、平成２７年３月４日から施行し、平成２６年４月１日から適用す

る。  

 

附 則（平成２７年３月４日第６５号）  

 この改正は、平成２７年４月１日から施行する。  

 

附 則（平成２８年２月１７日第２３号）  



 

１ この改正は、平成２８年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表第１及び別表第３の規定は、平成２８年度入学生に係る授業

科目、単位数及び履修方法並びに教職科目、単位数、履修方法及び修了要件に

ついて適用し、平成２７年度までの入学生に係る授業科目、単位数及び履修方

法並びに教職科目、単位数及び履修方法については、それぞれ附則別表第１及

び附則別表第３に定めるところによる。 

 

附 則（平成２９年２月１５日第３０号） 

この改正は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成３０年２月１４日第２０号）  

この改正は、平成３０年４月１日から施行する。  

 

附 則（平成３１年２月２０日第１４号）  

 （施行期日）  

１ この改正は、平成３１年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２ 改正後の別表第３の規定は平成３１年度以降の入学生に係る教職科目、単位

数及び履修方法について適用し、平成３０年度までの入学生に係る教職科目、

単位数及び履修方法については、附則別表第３に定めるところによる。  

 

附 則（令和２年３月４日第２２号）  

 この改正は、令和２年４月１日から施行する。  

  

附 則（令和３年３月１９日第３３号）  

 この改正は、令和３年４月１日から施行する。  

 

附 則（令和４年３月２日第４８号）  

この改正は、令和４年４月１日から施行する。  

 

附 則（令和５年３月２日第３０号）  

この改正は、令和５年４月１日から施行する。



 

附則別表第１（平成２６年４月１日施行の附則第２項関係） 

第１ 平成２３年度からの入学生に適用する。 

  （略）  

第２ 平成２４年度の入学生から適用する。 

 （略）  

 

附則別表第１（平成２８年４月１日施行の附則第２項関係）  

第３ 平成２６年度の入学生から適用する。  

 （略）  

 

附則別表第２（平成２６年４月１日施行の附則第２項関係） 

  （略）  

 

附則別表第３（平成２６年４月１日施行の附則第２項関係） 

第１ 平成２５年度までの入学生に適用する。 

 （略） 

 

附則別表第３（平成２８年４月１日施行の附則第２項関係）  

第２ 平成２６年度入学生から適用する。  

 （略）  

 

附則別表第３（平成３１年４月１日施行の附則第２項関係）  

第３ 平成２８年度入学生から適用する。  

 （略）  

 

 

  



 

別表第１（第２条関係） 
平成２８年度の入学生から適用する。 

地域政策研究科地域政策専攻（博士前期課程）  

科目  
区分  授 業 科 目  

単
位
数 

配当  
年次  

履修方法及び修了要
件  

 
 

 
 

 
 

 
 

特 
 

 
 

 
 

 
 

 

論 

都
市
・
農
村
を
主
と
す
る 

研
究
領
域 

国土構造特論 ２  １・２  『特論科目』 
２年以上在学し、２２
単位以上を修得する
こと。 
ただし、在学中に研究
指導教員の特論科目
を含む１２単位以上
を本研究科の科目か
ら修得する。 
 
※コース修了認定 
以下の要件を満たし
た際に、コース修了認
定を行う。ただし、博
士前期課程の修了要
件を満たした場合に
限る。 
 
〇政策形成コース 
「都市・農村地域を主
とする研究領域」「産
業・経営を主とする研
究領域」「行政・政治を
主とする研究領域」の
各研究領域から４単
位かつ合計１６単位
以上を修得すること。 
 
〇地域づくりコース 
「都市・農村を主とす
る研究領域」「環境・人
間・福祉を主とする研
究領域」「文化・観光を
主とする研究領域」の
各研究領域から４単
位かつ合計１６単位
以上を修得すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地域開発特論 ２  １・２  
地理情報分析特論 ２  １・２  
都市計画特論 ２  １・２  
都市経済学特論 ２  １・２  
都市システム特論 ２  １・２  
都市地理学特論 ２  １・２  
農業・農村政策特論 ２  １・２  
農村計画特論 ２  １・２  
農村地理学特論 ２  １・２  

産

業

・

経

営

を

主

と

す

る

研

究

領

域 

開発経済学特論 ２  １・２  
現代経済学特論 ２  １・２  
交通政策特論 ２  １・２  
社会起業特論  ２  １・２ 

人材育成特論 ２  １・２  
地域活性化特論 ２  １・２  
地域産業政策特論 ２  １・２  
調査と統計特論 ２  １・２  
日本産業政策史特論 ２  １・２  
マーケティング特論 ２  １・２  

行
政
・
政
治
を
主
と
す
る 

研
究
領
域 

行政史特論   ２  １・２ 

行政法特論 ２  １・２  
現代政治学特論 ２  １・２  
現代ヨーロッパ政治特論 ２  １・２  
公共政策特論 ２  １・２  
公共哲学特論  ２  １・２ 

国際交流史特論 ２  １・２ 

政策評価特論 ２  １・２  
地域行政特論 ２  １・２ 

地方財政特論 ２  １・２ 

地方政治史特論 ２  １・２  
法学特論 ２  １・２  
民法特論 ２  １・２ 

環
境
・
人
間
・
福

祉
を
主
と
す
る
研

究
領
域 

環境科学特論 ２  １・２ 

環境経済学特論 ２  １・２ 

教育行財政特論 ２  １・２ 

社会政策特論 ２  １・２ 

社会福祉特論 ２  １・２ 

生涯学習特論 ２  １・２ 

障害者福祉特論 ２  １・２ 



 

人類生態学特論 ２  １・２  
 
 
 

スポーツ科学特論 ２  １・２ 

地域コミュニティ特論 ２  １・２ 

文
化
・
観
光
を
主
と
す
る 

研
究
領
域 

エコツーリズム・グリーンツーリズ
ム特論 

２  １・２ 

観光経営特論 ２  １・２ 
観光政策特論 ２  １・２ 
国際観光特論  ２  １・２  
地域史特論 ２  １・２ 
地域文化史特論 ２  １・２ 

日本文化特論 ２  １・２ 

文化人類学特論 ２  １・２  
文化政策特論 ２  １・２  
法と文化特論 ２  １・２  
ヨーロッパ文化特論 ２  １・２  

特 
 

 
論 

 
 

演 
 

 

習 

都市計画特論演習 ４ １・２ 『特論演習』  
研究指導教員の特論
演習を２年間履修し
８単位を修得  
すること。  
 
『修士論文等』  
研究指導教員の必要
な指導を受け、修士論
文審査及び最終試験
に合格すること。 
なお、社会人入学生に
ついてはフィールド
リサーチペーパー（特
定課題研究成果）とす
ることができる。 
 

都市経済学特論演習 ４ １・２ 

都市システム特論演習 ４ １・２ 

都市地理学特論演習 ４ １・２ 

農村計画特論演習 ４ １・２ 

農村地理学特論演習 ４ １・２ 

開発経済学特論演習 ４ １・２ 
交通政策特論演習 ４ １・２ 
社会起業特論演習 ４ １・２ 
地域産業政策特論演習 ４ １・２ 
マーケティング特論演習 ４ １・２ 
行政法特論演習 ４ １・２ 
現代政治学特論演習 ４ １・２ 
現代ヨーロッパ政治特論演習 ４ １・２ 
公共政策特論演習 ４ １・２ 
公共哲学特論演習  ４ １・２ 
政策評価特論演習 ４ １・２ 
地域行政特論演習 ４ １・２ 

地方財政特論演習 ４ １・２ 

法学特論演習 ４ １・２ 

民法特論演習 ４ １・２ 
環境科学特論演習 ４ １・２ 
環境経済学特論演習 ４ １・２ 
社会福祉特論演習 ４ １・２ 
生涯学習特論演習 ４ １・２ 
障害者福祉特論演習 ４ １・２ 
スポーツ科学特論演習 ４ １・２ 
地域コミュニティ特論演習 ４ １・２ 
エコツーリズム・グリーンツーリズ
ム特論演習 

４ １・２ 

観光経営特論演習 ４ １・２ 
観光政策特論演習 ４ １・２ 
国際観光特論演習 ４  １・２  
地域史特論演習 ４ １・２ 
日本文化特論演習 ４ １・２ 



 

文化人類学特論演習 ４ １・２ 
文化政策特論演習 ４ １・２ 
法と文化特論演習 ４ １・２ 

修士論文又は特定課題研究成果  －  －  

 

別表第２（第２条関係）  

平成２６年度入学生から適用する。  

地域政策研究科地域政策専攻（博士後期課程）  

科目区分  授 業 科 目  
単
位
数  

配当年次  履 修 方 法  

 
 

特  
 

別  
 

演  
 

習  
 
 

都市システム特別演習  ４  １･２･３  履修方法及び修了要件  
 
『特別演習』  
３年以上在学し、研究指導教
員の特別演習を３年間履修
し、１２単位を修得するこ
と。  
研究指導教員の必要な指導
を受け、博士論文の審査およ
び最終試験に合格すること。 

都市地理学特別演習  ４  １･２･３  
農村計画特別演習  ４  １･２･３  
農村地理学特別演習  ４  １･２･３  
地域産業政策特別演習  ４  １･２･３  
現代政治学特別演習  ４  １･２･３  
人類生態学特別演習  ４  １･２･３  
日本文化特別演習  ４  １･２･３  
法と文化特別演習  ４  １･２･３  
政策評価特別演習  ４  １･２･３  
環境科学特別演習  ４  １･２･３  
地域史特別演習  ４  １･２･３  

 

別表第３（第３条関係） 

平成３１年度入学生から適用する。 

（１）地域政策専攻の免許教科及び最低修得単位数 

免許状の種類 免許教科 基礎資格 所要資格 最低修得単位数 

中学校教諭専修免許状 社  会 
修士の学位を
有すること 

一種免許状 ２４ 

高等学校教諭専修免許
状 

地理歴史 
公  民 

修士の学位を
有すること 

一種免許状 ２４ 

 

（２）地域政策専攻免許教科別履修科目 

科目区分 授業科目 
単
位
数 

中学校教諭
専修免許状 

高等学校教諭 
専修免許状 

備考 
社会 

地理 
歴史 

公民 

大
学
が
独
自

に
設
定
す
る

教
科
及
び
教

科
の
指
導
法

地域開発特論 ２ 選択 選択   
都市計画特論 ２ 選択 選択   
都市経済学特論 ２ 選択  選択  
都市システム特論 ２ 選択 選択   
都市地理学特論 ２ 選択 選択   
農業・農村政策特論 ２ 選択  選択  



 

農村地理学特論 ２ 選択 選択   
開発経済学特論 ２ 選択  選択  
現代経済学特論 ２ 選択  選択  
人材育成特論 ２ 選択  選択  
マーケティング特論 ２ 選択  選択  
行政史特論 ２ 選択 選択   
行政法特論 ２ 選択  選択  
現代政治学特論 ２ 選択  選択  
現代ヨーロッパ政治特
論 

２ 選択  選択 
 

公共政策特論 ２ 選択  選択  
国際交流史特論 ２ 選択 選択   
政策評価特論 ２ 選択  選択  
地域行政特論 ２ 選択  選択  
地方財政特論 ２ 選択  選択  
地方政治史特論 ２ 選択 選択   
民法特論 ２ 選択  選択  
環境科学特論 ２ 選択 選択   
環境経済学特論 ２ 選択  選択  
社会政策特論 ２ 選択  選択  
社会福祉特論 ２ 選択  選択  
人類生態学特論 ２ 選択 選択   
地域コミュニティ特論 ２ 選択  選択  
観光政策特論 ２ 選択  選択  
地域史特論 ２ 選択 選択   
地域文化史特論 ２ 選択 選択   
日本文化特論 ２ 選択 選択   
文化人類学特論 ２ 選択  選択  
文化政策特論 ２ 選択  選択  
法と文化特論 ２ 選択  選択  

教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目 

教育行財政特論 ２ 選択 選択 選択 

 
 
 
 
 
 
 

生涯学習特論 ２ 選択 選択 選択 

 

 


